
相続税の計算方法、相続税評価による節税税制
チェックポイント

現金 不動産

借地権割合 借家権割合

相続税はどのように計算されるか？
一般的に、不動産は金融資産に比べ相続税の負担が少なくなります。

相続税は、亡くなられた方の遺産の総額に対して課税されます。財産の価額は所定の方法で計算した
相続税評価額となります。

土地の評価額

土地の評価額

路線価

1億円 価　値 1億円

1億円 相続税評価額 7,000万円

補正率 （× 加算率） 土地の面積×

上記相続税評価額 30％～90％100％ 30％－ ×（ ）＝

借家権割合

建物の評価額 上記相続税評価額 100％ 30％

×

× －（ ）＝

× 敷地権割合
（分譲マンションの場合）

×
居住用区分所有財産の

補正率
（分譲マンションの場合）

×

建物の評価額

固定資産税評価額

○路線価とは、相続税や贈与税の計算の基礎となる土地の1㎡当たりの価格で、
　地価公示価格の80％の水準になるように設定されています。
　なお、路線価の定められていない地域は、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価します。
○固定資産税評価額とは、固定資産税等の計算の基礎となる評価額で、
　各市町村が地価公示価格の70％の水準になるように設定し、３年に１度評価替えが行われます。

現金を不動産に替えることで、一般的には相続税評価額が圧縮されます。

不動産の種類や所在により、
より低くなることがあります。

※賃貸割合100%を前提としています。
建物を賃貸した場合・・・借家人の権利に相当する金額を控除することができます。

～不動産の相続税評価額～

居住用区分所有財産の補正率
（分譲マンションの場合）

×

※補正率：間口が狭い、奥行きが長い・短い、不整形地、広大地といった土地は評価が低くなります。
※加算率：角地、裏面に道路がある土地は評価が高くなります。
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①マンション（特に高層マンション）はその性質上、購入金額に比較してそのマンションの相続税評価額が相対的
に低くなる傾向があります。
②金融機関等からの借入により購入した場合でも、その借入金が相続税額の計算上控除されるため、現金で購
入した場合と同様に相続税評価額の圧縮効果が得られます。
③不動産の購入や保有にあたり様々なコストが発生しますので、特に投資用不動産を購入する場合には、十分
な計画を立てておく必要があります。
④過度な相続税対策が目的と認められる場合には、市場価格が相続税評価額として採用される可能性があります。
⑤2027年以降の相続・贈与がある場合で、その財産が直近5年以内に購入した賃貸不動産であるときは、相続税評
価額を市場価格に準じた評価を行う改正が予定されています。

■ポイント

民法により、亡くなられた方の遺産を相続する者は定められており、その者を「法定相続人」と呼びます。また、法
定相続人の相続権である「法定相続分」も定められています。
ただし、遺言がある場合を除き、各法定相続人が承継する遺産は、相続人間の分割協議により決めることになります。

■法定相続人と法定相続分

～相続税 計算の流れ～

（注）同じ順位の相続人が複数いる場合には、その人数で等分します。

※相続税の総額の計算

1

順位

2

3

法定相続人

配偶者＋子供（又は孫）

配偶者＋父母（又は祖父母）

配偶者＋兄弟姉妹

法定相続分

配偶者：１／２

配偶者：２／３

配偶者：３／４

子供（又は孫）：１／２

父母（又は祖父母）：１／３

兄弟姉妹：１／４

全財産

本来の相続財産

みなし取得財産

7年以内贈与財産

相続時精算課税適用財産

法定相続人(法定相続分)で按分した金額

に下記税率を乗じて計算し、合計します。※

課税遺産総額 ＝ 相続税の総額
× Ａの法定相続分 × 税率(a) － 控除額(b)
× Ｂの法定相続分 × 税率(a) － 控除額(b)
× Ｃの法定相続分 × 税率(a) － 控除額(b)

配偶者の税額軽減

相続人が配偶者の場合

配偶者の課税価格が

以下であれば

配偶者の納付税額が

０円になります。

1億6000万円

又は

法定相続分

債務

葬式費用

正味財産

課税遺産

総額

相続税

の総額

納付税額

納付税額

納付税額

相続人C

相続人B

相続人Ａ

財産取得割合で按分
基礎控除

全債務

法定相続人の取得金額
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

1億円以下
2億円以下
3億円以下
6億円以下
6億円超

10%
15%
20%
30%
40%
45%
50%
55%

─　　 
50万円
200万円
700万円
1,700万円
2,700万円
4,200万円
7,200万円

税率（a） 控除額（b）

遺産にかかる基礎控除

（3,000万円＋600万円×法定相続人の数）
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